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実際の判決書（決定書） ウェブサイト 頁 行

 主張は理由がない。 主張は理由がない 10 14

違法性の程度に達している
違法性の程度に（記載なし）達して
いる

12 1

刑集二三巻五号 別集二三巻五号 14 4

事実誤認 事案誤認 16 13

争議行為を念頭において 争議行為な念頭において 19 4

「通常随伴して行なわれる行為」は
処罰の対象

「通常随伴して行なわれる行為は処
罰の対象

22 22

そのためには、法文は そのためには（記載なし）法文は 30 7

基準が逐一法律によつて
基準（記載なし）が逐一法律によつ
て

38 7

合理性を論証したこと 合理性を（記載なし）論証したこと 46 22

もたらす虞れがあること もたらす慮れがあること 47 2

 近づかしめる方途でもあろう 近づかしめる方法でもあろう 57 9

 


